
 

行政コスト計算書 
【平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日】 

【経常行政コスト】 

        人にかかるコスト 

 

 

        （住民 1 人当たり 6 万円） 

            給料、退職金などの支払額 

 

        物にかかるコスト 

 

 

        （住民 1 人当たり 8 万円） 

光熱水費、資産の減価償却費などの支払額 

               

移転支出的なコスト 

 

 

（住民 1 人当たり 15 万円） 

各種団体や特別会計などへの支払額 

 

       その他のコスト 

 

 

（住民 1 人当たり 1 万円） 

        借金の利息などの支払額 

【経常収益】 

            受益者負担による収益 

 

 

                （住民 1 人当たり 1 万円） 

保育料保護者負担や各種証明書発行手数料などの収入額 

【純経常行政コスト】 

            受益者負担で賄えない額 

 

 

                （住民 1 人当たり 29 万円） 

経常行政コストから経常収益を差し引いた額 

 

【解説】 

 経常行政コストは行政運営をするにあたり毎年度必要となるもののうち、平成 21 年度中

における金額を表しています。合計で 69 億円、住民 1 人当たりにすると 30 万円となり

ます。 

 それに対して経常収益は行政サービスの対価として住民の方から使用料などとして直接

いただいた金額で 1 億円、住民 1 人当たりにすると 1 万円でした。 

 そうしますと、68 億円不足しますが、これについては住民の皆様からいただきました町

税 25 億円や国からの交付金である地方交付税 19 億円などを使用しています。 
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詳しくは平成 21 年度八千代町の財務諸表【普通会計】をご覧ください。 

 




